
京都市上下水道局電子計算機による事務処理等（機器保守）の委託契約に 

係る共通仕様書 

 

（総則） 

第１条 この電子計算機による事務処理等（機器保守）の委託契約に係る共通仕様書（以下

「共通仕様書」という。）は、電子計算機による事務処理等（機器保守）の業務委託にお

いて、情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要

となる事項を定めるものである。 
２ 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別

仕様書に定める内容が優先する。 
（履行計画） 

第２条 受託者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当

該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。）は、委託業務の履行に着手する前

に、履行日程及び履行方法について京都市上下水道局（以下「甲」という。）に届け出て、

その承諾を得なければならない。 

２ 乙は、甲が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、

あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変

更するときも、同様とする。 

（秘密の保持） 

第３条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者

に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

（法令等の遵守） 

第４条 乙は、次の各号で定める法令等を遵守して、委託業務を履行する義務を負う。 
⑴ 個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例 
⑵ 京都市上下水道局情報セキュリティポリシー、京都市上下水道局情報セキュリティ

対策基準及び京都市上下水道局情報セキュリティ共通運用手順 
⑶ その他受託業務に関係する法令及び甲が定める規定 

（人員体制） 

第５条 乙は、委託業務における担当責任者を配置し、常時甲との打合せが行える連絡体制

を整えておかなければならない。 

２ 乙は、委託業務完了後において、甲からの問い合わせ、障害調査、修正等について、迅

速に対応できる連絡体制を整えておかなければならない。 
（身分証明書の携行） 

第６条 委託業務に従事する者は、乙の管轄下にある者とし、常に身分証明書を携行する。

また、甲は、乙の作業に際し身分証明書の提示を求め、乙の管轄下にある者かどうかを確

認することがある。 
（目的外使用の禁止） 

第７条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 

⑴ 個別仕様書において保守対象として定めるもの（以下「保守対象機器」という。） 

⑵ 甲が乙に支給する物品（以下「支給品」という。）及び貸与する物品（以下「貸与品」



という。） 

⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁

気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録され

た情報（保守対象機器に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」

という。） 

（複写、複製及び第三者提供の禁止） 

第８条 乙は、保守対象機器、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は

第三者に閲覧又は提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この

限りでない。 

（作業責任者等の届出） 

第９条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲

に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 

２ 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな

ければならない。 

３ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければな

らない。 

４ 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守す

る旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 

（教育の実施） 

第 10 条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対

する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要

な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全

ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律の罰則規定を周知するとともに、個

人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 

３ 乙は、前２項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を

整備しなければならない。 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第 11 条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる

場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 

（再委託等の禁止） 

第 12 条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）しては

ならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書

面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させる

とともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 



４ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督す

るための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに

応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 

（データ等の適正な管理） 

第 13 条 乙は、保守対象機器及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、

内部における責任体制を整備し、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの

漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努め

なければならない。 

２ 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、データ保管室その他の作業場

所（以下「電子計算機室等」という。）を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなけれ

ばならない。これを変更するときも、同様とする。 

３ 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲

の許可を受けなければならない。 

４ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所

に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備

えて、必要な保安措置を講じなければならない。 

５ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなけ

ればならない。 

⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 

⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要

な措置を講じること。 

⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等

を入退室記録簿に記録すること。 

６ 乙は、甲から保守対象機器及び委託業務において利用するデータの引渡しを受けたと

きは、甲に受領書を提出しなければならない。 

７ 甲は、乙の第２項から第５項に定める事項に異議がある場合は、理由を示し、書面によ

り乙に変更を求めることができるものとする。 

８ 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっ

ては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及び

これに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 

⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関

係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 

９ 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承

諾を得た場合は、この限りでない。 

10 乙は、保守対象機器及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、

甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

11 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害



が生じた場合は、契約を解除することができる。保守対象機器のき損、紛失、盗難等によ

る被害が生じた場合も、同様とする。 

12 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったと

きは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害（第三者に及ぼした損

害を含む。以下同じ。）を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害

を賠償しなければならない。保守対象機器のき損、紛失、盗難等があったときも、同様と

する。 

13 乙は委託業務を履行するために保守対象機器の記録媒体の交換が必要となる場合は、

交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な

状態にしなければならない。 

（データ等の廃棄） 

第 14 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解

除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは

引き渡さなければならない。 

２ 乙は、前項の規定によりデータの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 

⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 

⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内

容を記録した証明書等により甲に報告すること。 

 なお、甲から当該証明書等の提出期限の指定及び処理の証拠写真の提出を求められ

た場合には、これらに応じること。 

（監督） 

第 15 条 乙は、保守対象機器及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状況について、

甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況につい

て、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要

な指示等を行うことができるものとする。 

（事故の発生の通知） 

第 16 条 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き

損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、

遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

２ 乙は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛

失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、

被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応

計画を定めなければならない。 

３ 甲は、保守対象機器のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛

失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表す

ることができる。 

（支給品及び貸与品） 



第 17 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定める

ところによる。 

２ 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞な

く甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

４ 乙は、この委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき、又はこの契約

が解除されたときは、個別仕様書等に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与

品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。 

５ 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した

ときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品

を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 

（検査の立会い及び引渡し） 

第 18 条 甲は、契約に基づく検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち

合わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、

検査の結果について異議を申し立てることができない。 
２ 甲は、契約に基づく検査に当たり、必要があると認めるときは、保守対象機器を稼動さ

せ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担と

する。 

３ 乙は、契約に基づく検査に合格したときは、直ちに、作業報告書を提出するものとし、

作業報告書の提出をもって委託業務の一工程の履行が完了したものとする。 

４ 甲は、保守対象機器に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運

用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、前３項に定める作業報

告書とは別に当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める

期間内に誠実に対応しなければならない。 

５ 乙は、成果物を電子媒体にて納品する場合は、事前にウィルスチェックを実施しなけれ

ばならない。 
（契約の解除） 

第 19 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契

約を解除することができる。 

２ 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。 

３ 乙は、第１項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めるこ

とはできない。 

（損害賠償） 

第 20 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又

は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければな

らない。 

（契約不適合責任） 

第 21 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適

合しないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時

に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は、乙に対し



てその不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の修正等に履行の追完（以下

「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、

甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲の請求した方法と異なる方法によ

る追完を行うことができる。 

２ 甲は、当該契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することが

できる。 

３ 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない

場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができな

いときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 

４ 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第１８条第３項の規定に

よる委託業務の一工程の履行が完了した日から２年以内に甲から契約不適合を通知され

た場合に限るものとする。ただし、第１８条第３項の規定による委託業務の一工程の遅行

が完了した時点において乙が契約不適合と知り若しくは重過失により知らなかった場合、

又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。 

５ 第１項から第３項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指

示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であるこ

とを知りながら告げなかったときは、この限りではない。 

（作業実施場所における機器） 

第 22 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク（以下「機器

等」という。）については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場

合は、この限りでない。 

２ 乙は、委託業務の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前

に甲の許可を受けなければならない。 

３ 乙は、委託業務の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする

必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要

となった場合は速やかに消去しなければならない。 

（委託料の支払い） 

第 23 条 甲は、乙による委託業務の完了後に検査を行い、本検査に合格した後、乙の適

正な請求によって一括して委託料を支払うものとする。ただし、甲と乙の協議により、

契約書に基づいて部分払いを設けることができる。 
（疑義） 

第 24 条 契約締結後、契約内容に疑義が生じた場合は、甲と乙が協議して決定するものと

する。 



パソコンの賃貸借及び保守管理（その１）に関する仕様書 
 

京都市上下水道局下水道部下水道建設事務所 
 

パソコンの賃貸借に係る仕様書 
 
（適用範囲） 
第１条 京都市（以下｢甲｣という。）と受託者（以下｢乙｣という。）におけるパソコンの賃 

貸借に関する仕様は、次条以下のとおりとする。乙はこの仕様書に従って、契約を履行 
しなければならない。 

 
（契約の目的） 
第２条 甲の指示に従い、乙が機器を設置して正常に稼動させ、甲に適正な使用方法を教 

示する。 
 
（法令等の遵守） 
第３条 乙は、次の各号で定める法令等を遵守するものとする。 
（１） 京都市個人情報保護条例及び同施行規則 
（２） 京都市上下水道局情報セキュリティポリシー 
（３） 上記の他に甲の各組織で定めている諸規則 
 
（設置場所、設置日時） 
第４条 乙は、京都市上下水道局内で、甲が指定する場所（京都市伏見区島津町１５９番地 

下水道部下水道建設事務所 島津工事事務所）及び日時に機器を設置すること。 
ただし甲の指定する日時は、京都市上下水道局の開庁時間内において定めるものとす

る。開庁時間は、土曜日・日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く、

午前８時３０分～午後５時１５分とする。 
 
（機器及びソフトウェアの仕様） 
第５条 機器及びソフトウェアの仕様は経費内訳書のとおりとする。 
 
（仕様変更） 
第６条 甲は、必要がある場合仕様変更を行う。ただし、軽易な変更については、契約金 

額の増減をしない。 
 
（賃貸借期間） 
第７条 賃貸借期間は、令和８年３月１日から令和１３年２月２８日（５年間）とする。 
 
 



（納品） 
第８条 乙は、甲が指定したソフトウェアをすべてインストールした状態で納品すること。 
２ 乙は、甲が指定したパソコン毎のネットワーク及びソフトウェアの設定を行い、機器 

及びソフトウェアについて動作確認を行ってから納品すること。また、設置時の動作確 
認に立ち会うこと。 

３ 機器を梱包していた箱及び袋等については、乙が保管又は処分をすること。 
 
（借入期間終了後の機器の扱いについて） 
第９条 借入期間終了後の機器の扱いについては、借入期間終了時に甲と乙が協議して決 

定する。 
 
（支払方法） 
第１０条 支払方法は毎月払いとし、甲は、乙の請求に基づき３０日以内に支払うものと 

する。 
 
（守秘義務） 
第１１条 乙は、作業中に知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。本契約終了後及 

び解除後も同様とする。 
 
（損害賠償） 
第１２条 乙は、仕様書及び契約書に反し甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しな 

ければならない。 
２ 前項の規定により賠償すべき金額は、甲と乙が協議して決定する。 
 
（疑義） 
第１３条 仕様書などに関し疑義がある場合は、入札などの前に甲の説明を受けておくこ 

と。契約決定後、疑義を生じた場合は、甲の解釈に従うこと。 
 
（保守） 
第１４条 機器に異常が認められたときは、乙は京都市上下水道局下水道部下水道建設事

務所（京都市伏見区島津町１５９番地）の甲の指定する場所において、速やかに機器を修

理すること。また、修理後は、甲の指示に従い、初期納品状態に復旧したうえで納品する

こと。 
２ 機器の修理に長時間を要し、甲の業務に支障をきたすと認められるときは、乙の所有す

る代替機器を設置すること。 
３ 第１項及び前項に要する費用は、乙の負担とする。 
４ ＯＳのバージョンアップ時には、速やかに対応するものとする。 
５ 保守の対応時間については、第４条に定める開庁時間と同様とする。 



経費内訳書　パソコンの賃貸借及び保守管理（その１）

内訳名 品名 数量 月額単価 月額

スキャナー
インクジェッ

ト複合機
1

1

1

1

消費税及び地方消費税相当額

契約金額（税込み） 月額合計額（税込み）×60月

契約金額（税抜き） 月額合計額（税抜き）×60月

月額合計額（税抜き）

消費税及び地方消費税相当額

月額合計額（税込み）

賃貸借期間 令和8年3月1日から令和13年2月28日（５年間）

保守費用
デスクトップパソコン 1

カラーレーザープリンター 1

1

カラーレーザープリンター（初期設定及び手配PCへドライバーインストール）
1

インクジェットプリンター（初期設定及び手配PCへドライバーインストール）

搬入設置調整費

デスクトップ(各ソフトウェアインストール・既存PCより設定の移行作業・共有データ移
行作業・共有ファイルなどの整備・既存プリンタードライバインストール等）

プリンタ
カラーレー
ザー
Ａ３プリンタ

EPSON A3カラーページプリンター　LP-S8180PS

Canon　インクジェットプリンター　TR７０３a

ソフトウェア

Microsoft（R）office Home and Business 2024（日本語版）

ZERO　ウィルス対策ソフト　毎年更新する（5年間）

富士フィルムビジネスイノベーション
　DocuWorks 10

1３段カセットユニット・プリンタ台

サービスパック/購入同時５年間出張保守/定期交換部品付

1TB SSD 

32GB メモリ [ 16GB×2 ( DDR5-5600 ) / デュアルチャネル

 108日本語キーボード / マウスセット

高輝度500ｃｄ/㎡＆18時間連続稼働対応43型（可視領域42.5型）４K液晶ディスプレイ

内臓スーパーマルチドライブ（DVD±R　DL　読み書き対応）

[オンボード]10/100/1000BASE-T　GigaBIｔ-Ｅｔｈｅｒｎｅｔ　ＬＡＮ

[5年保証/PC本体]オンサイト修理保証＋SSD/HDD　返却不要サービス+安
心パックサービス

形　状　・　寸　法

本体
デスクトップ

型
パソコン

 MousePro LP-I7U01

1


